
固定資産税 

 

概要 

 固定資産税は、毎年 1 月 1 日（賦課期日）に土地・家屋・償却資産（固定資産）を所有

されている方にその資産価値に応じて納めていただく税金です。税額は固定資産の価格

（評価額）を基に算定します。 

  土  地…田、畑、宅地、池沼、山林、原野、その他の土地 

  家  屋…住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物 

  償却資産…土地・家屋以外の「事業用の資産」で法人税又は所得税で減価償却の対象

となる資産。 

（例） 

事業で使用するパソコン・機械、構築物、テナントが取り付けた内装やル

ームエアコンなどの附帯設備、車両・運搬具、工具・器具など。ただし、

自動車税（種別割）、軽自動車税（種別割）の課税対象となる自動車、軽

自動車等は除く。 

 

 

１ 納 税 義 務 者 

 固定資産税の納税義務者は、原則としてその固定資産の所有者です。具体的には、登

記簿又は土地補充課税台帳もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録さ

れている人をいいます。 

 

 

２ 税額の計算方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地・家屋 

課税標準額×税率＝税額 

 固定資産を総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産の評価額を決

定し、この評価額を基に課税標準額を算出します。税額については、課税標準額に税

率を乗じて算出します。 
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価格（評価額） 

 価格は 3 年ごとに評価替え（価格の見直し）を行っており、この評価替え年度を基準

年度といいます。 

 令和 6 年度がこの基準年度に当たり、全ての土地・家屋について新しい価格を決定し

ました。この価格は、次回の令和 9 年度の基準年度まで据え置きます。ただし、土地に

ついては令和 7 年度及び令和 8 年度において地価下落があり、価格を据え置くことが適

当でないときは、価格の見直しを行います。 

 また、地目の変換、分合筆等のあった土地及び新築や増改築等をした家屋等について

は、翌年度に新しい価格を決定します。 

 

評価の方法 

土 地  

地目別に定められた評価方法により評価します。 

 

家 屋  
再建築価格（※1）を基準に評価します。 

※１ 再 建 築 価 格…評価する家屋と同一のものを評価の時点において新築し

た場合に必要とされる建築費。 

※２ 経年減点補正率… 家屋の建築後の年数の経過によって通常生じる損耗によ 

る減価を基に定められたもの。 

※３ 新基準の再建築価格…基準年度前年の再建築価格×再建築費評点補正率（※４） 

※４ 再建築費評点補正率…前回の評価替えから 3 年間の建築物価の変動を反映 

させるために定められたもの。  

地 目 
登記簿上の地目に関わらず、その年の 1 月 1 日の利用状況により認定し

ます。 

地 積 原則として登記簿に登記されている地積により認定します。 

評価額 

固定資産評価基準に基づき、現実の売買実例価額に含まれる様々な不正常
要素（売買実例価格を基に売り急ぎ、買い急ぎなど）を除いて算定した正常
売買価格を基準として求めます。 
なお、宅地については、地価公示価格等の 7 割を目途として求めます。 

新築家屋の評価 

評価額＝再建築価格×経年減点補正率（※２） 

新築家屋以外の家屋（在来分家屋）の評価 

＜基準年度のみ、次の式で計算します。＞ 

価格＝新基準の再建築価格（※３）×経年減点補正率 

 ただし、その価格が令和 5 年度の価格を超える場合は、令和 5 年度の価格に据

え置きます。なお、在来分家屋のうち、増改築又は損壊等がある家屋については、

評価を見直し、新たな価格を決定します。 
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課税標準額 
 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。 

 なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用されている場合や土地について負

担調整措置等が適用される場合には、その課税標準額はそれらの措置が適用された後の

額となり、登録された価格よりも低く算定されます。 

 

 

住宅用地に対する課税標準の特例 

 住宅用地については、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置が設けられて

います。 

 住宅用地とは、1 月 1 日現在に住宅の敷地となっている土地をいいます。したがって、

1 月 1 日現在に住宅を建築中の土地、貸駐車場、店舗用の駐車場、資材置場等、住宅の

敷地として使用されていないものについては、原則として住宅用地にはなりません。 

 なお、この特例措置を新たに受けられる場合や、適用を受けられなくなった場合には

申告をしていただく必要がありますので、市税事務所固定資産税担当に申告書を提出し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 宅 用 地 の 範 囲 

 特例の対象となる住宅用地の面積は、家

屋の延べ床面積の 10 倍を限度として、右

表のとおり家屋の区分ごとの居住部分の

割合に応じて定められた住宅用地の率を

乗じて求められます。 

※「専用住宅」とは、専ら人の居住の用に

供されている家屋いい、「併用住宅」と

は、その一部が居住の用に供されている

家屋をいいます。 
 

 

 家屋 居住部分の割合 
住宅
用地
の率 

ア 専用住宅※ 全部 1.0 

イ ウ以外の併用住宅 

1/4 以上1/2 未
満 

0.5 

1/2 以上 1.0 

ウ 
地上５階建以上の
耐火建築物である

併用住宅 

1/4 以上1/2 未
満 

0.5 

1/2 以上3/4 未
満 

0.75 

3/4 以上 1.0 

 
★空き家は適正に管理しましょう★ 

 
住宅用地に対する課税標準の特例は、次の場合等は適用されません。 
〇 居住のための管理等がされておらず、今後、人の居住の用に供され 
 る見込みがない空き家の敷地 
〇 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく勧告の対象となった特定空家

等・管理不全空家等の敷地 
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小規模住宅用地と一般住宅用地 

 課税標準額の算定に当たり、土地の価格に下表に示す特例率を乗じます。 

※ １ 住宅1 戸当たり200 ㎡までの部分 

※ ２ 小規模住宅用地を含めて、家屋の延べ床面積の10 倍を限度 

 

土地の課税標準額の求め方（負担調整措置） 

  通常は、課税標準額が、価格（評価額）に対して一定の割合になるよう、税負担を調整する措置が講

じられています。 

 

 

 

住 宅 用 地 固定資産税の課税標準額 都市計画税の課税標準額 

小 規 模 住 宅 用 地 

200 ㎡までの住宅用地（※１） 
価格×1/6（特例率） 価格×1/3（特例率） 

一 般 住 宅 用 地 

200 ㎡を超える部分の住宅用地（※２） 
価格×1/3（特例率） 価格×2/3（特例率） 

区  分 
土  地  の  負  担  調  整  措  置 

負担水準 当 該 年 度 の 課 税 標 準 額 

住宅用地 

100％以上 
今年度評価額 × 住宅用地特例率（※） 

※住宅用地特例率については、上記「小規模住宅用地と一般住宅用地」を参照 

100％未満 

前年度課税標準額＋今年度評価額×住宅用地特例率×5％ 
なお、上記計算の結果、①②に該当する場合は、記載した額を課税標準額とします。
①今年度評価額 × 住宅用特例率を上回る場合： 

今年度評価額 × 住宅用特例率 
②今年度評価額 × 住宅用地特例率×20％を下回る場合： 

今年度評価額 × 住宅用地特例率×20％ 

非住宅用地、 
宅地比準雑種地（商
業地等） 

70％超 今年度評価額×70％ 

70％以下 
60％以上 

前年度課税標準額と同額 

60％未満 

前年度課税標準額＋今年度評価額×5％ 
なお、上記計算の結果、①②に該当する場合は、記載した額を課税標準額と
します。 
①今年度評価額×60％を上回る場合：今年度評価額×60％ 
②今年度評価額×20％を下回る場合：今年度評価額×20％ 
 

           前年度の課税標準額 

       今年度評価額（×住宅用地の特例率） 

 
＝ 負担水準 
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区  分 
土  地  の  負  担  調  整  措  置 

負担水準 当 該 年 度 の 課 税 標 準 額 

その他の雑種地等 

100％以上 今年度評価額 

100％未満 

前年度課税標準額＋今年度評価額×5％ 
なお、上記計算の結果、①②に該当する場合は、記載した額を課税標準額とし
ます。 
①今年度評価額を上回る場合：今年度評価額 
②今年度評価額×20％を下回る場合：今年度評価額×20％ 

市街化区域農地 

100％以上 
今年度評価額×特例率（※） 
※特例率については、「住宅用地に対する課税標準の特例」の「小規模住宅用
地と一般住宅用地」の表における一般住宅用地の率と同じ 

100％未満 

前年度課税標準額＋今年度評価額×特例率×5％ 
なお、上記計算の結果、①②に該当する場合は、記載した額を課税標準額とし
ます。 
①今年度評価額×特例率を上回る場合： 

今年度評価額×特例率 
②今年度評価額×特例率×20％を下回る場合： 

今年度評価額×特例率×20％ 
 

令和３年度以降、新たに宅地並み課税の対象となった市街化区域農地については、その
年度に応じて下表の軽減率が適用されます。 
 
宅地並みの課税の対象となった最初の年度 R３ R４ R５ R６ 

軽減率 0.8 0.6 0.4 0.2 
     

その他の農地 

90％以上 
前年度課税標準額×1.025 
なお、計算結果が今年度評価額を上回る場合は、今年度評価額を課税標準額と
します。 

90％未満 
80％以上 

前年度課税標準額×1.05 

80％未満 
70％以上 

前年度課税標準額×1.075 

70％未満 前年度課税標準額×1.1 
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６ 軽 減 措 置 

家屋に係る固定資産税の主な軽減措置は、次のとおりです。各種軽減措置の要件を全

て満たす場合は、固定資産税が一定期間軽減されます。ただし、軽減措置の適用を受け

る場合は、申告をしていただく必要がありますので、市税事務所固定資産税担当に申告

書と必要書類を提出してください。 

新 築 の 家 屋 に 係 る 軽 減 措 置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

軽減措置の種

類 

内   容 

新築住宅 
に対する 

固定資産税 
の減額 

要件 

①令和 8 年 3 月 31 日までに新築された住宅であること 
②居住部分の割合が当該住宅の 1/2 以上であること 
③居住部分の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下（共同貸家住宅

は 1 住戸当たり 40 ㎡以上 280 ㎡以下）であること※１ 
減額範囲 固定資産税の 1/2 を減額（床面積 120 ㎡まで） 

適用期間 新たに課税される年度から 3 年度分※２  

申告期限 新築された翌年の 1 月 31 日まで 

長期優良住宅 
に対する 

固定資産税 
の減額 

 

要件 

①令和 8 年 3 月 31 日までに新築された長期優良住宅である
こと※３ 

②居住部分の割合が当該住宅の 1/2 以上であること 
③居住部分の床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下(共同貸家住宅

は 1 住戸当たり 40 ㎡以上 280 ㎡以下）であること※１ 

減額範囲 固定資産税の 1/2 を減額（床面積 120 ㎡まで） 

適用期間 新たに課税される年度から 5 年度分※２ 

申告期限 新築された翌年の 1 月 31 日まで 

必要書類 
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認
定通知書の写し 

サービス付き 
高齢者向け 
貸家住宅 
に対する 

固定資産税 
の減額 

要件 

①令和 7 年 3 月 31 日までに新築されたサービス付き高齢者
向け住宅の登録を受けた貸家住宅（入居者との契約形態が
「賃貸借方式」であるものに限る）であること 

②居住部分割合、床面積、構造、費用及び住戸数について一
定の要件を満たしていること 

減額範囲 固定資産税の 2/3 を減額（床面積 120 ㎡まで） 

適用期間 新たに課税される年度から 5 年度分 

申告期限 新築した年の翌年の 1 月 31 日まで 

必要書類 

・サービス付き高齢者向け住宅事業登録通知書 
・スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き

高齢者向け住宅の整備を行う事業に係る補助を受けてい
ることを証する書類 

・入居者との契約形態が「賃貸借方式」であることが確認で
きる書類（賃貸借契約書等） 

※１ 二世帯住宅については、それぞれの部分が、構造上独立した住宅として認められる場合に

限り、独立した部分ごとに適用要件を判定します。また、共同貸家住宅や分譲マンション等

の 1 住戸当たりの床面積は、次のとおり判定します。 

｢専有部分の床面積｣＋｢専有部分の床面積割合で案分した共用部分(階段、廊下等)の床面積｣ 

※２ 3 階建て以上で、耐火建築物又は建築基準法上の準耐火建築物の住宅の場合は、新築後 5

年度分（長期優良住宅の場合は、7 年度分）が減額適用期間となります。 

※３ 長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「長期優良住宅」

に認定された住宅を指します。 
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既存の家屋に係る軽減措置 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽減措置の種類 内   容 

住宅の耐震改
修 

に対する 
固定資産税 

の減額 

要件 

①昭和 57 年 1 月 1 日以前から所在する住宅であること 
②令和 8 年 3 月 31 日までに、現行の耐震基準に適合させる耐

震改修工事が完了していること（改修により認定長期優良住
宅に該当することになったものについては、平成 29 年 4 月
1 日以降に改修工事を行ったものであること） 

③自己負担額が 1 住戸当たり 50 万円を超えること 

減額範囲 
固定資産税の 1/2（改修により認定長期優良住宅に該当するこ
とになったものについては 2/3）を減額（床面積 120 ㎡まで）

適用期間 改修工事完了年の翌年の 1 月 1 日を賦課期日とする 1 年度分 
申告期限 改修工事完了後 3 箇月以内 

必要書類 

・現行の耐震基準に適合する改修工事を行ったことを証する
証明書 

・改修工事に係る工事費用及び支払いが確認できる書類 
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認

定通知書の写し（改修により認定長期優良住宅に該当するこ
とになった場合のみ）              等 

住宅の 
バリアフリー

改修 
に対する 

固定資産税 
の減額 

要件 

①新築された日から 10 年以上経過した住宅で、改修後の床面
積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること（貸家住宅を除く） 

②65 歳以上の方、介護保険法の要介護又は要支援認定を受け
ている方若しくは障害者の方が居住していること 

③令和 8 年 3 月 31 日までに一定のバリアフリー改修工事が完
了していること 

④補助金等を除く自己負担額が 1 住戸あたり 50 万円を超える
こと 

減額範囲 固定資産税の 1/3 を減額（床面積 100 ㎡まで） 

適用期間 改修工事完了年の翌年の 1 月 1 日を賦課期日とする 1 年度分 
申告期限 改修工事完了後 3 箇月以内 

必要書類 
・工事明細書、写真等の工事内容がわかる書類 
・改修工事に係る工事費用及び支払いが確認できる書類 等 

住宅の 
省エネ改修 
に対する 

固定資産税 
の減額 

要件 

①平成 26 年 4 月 1 日以前から所在している住宅で、改修後の
床面積が 50 ㎡以上 280 ㎡以下であること（貸家住宅を除
く） 

②令和 8 年 3 月 31 日までに現行の省エネ基準に新たに適合さ
せる一定の省エネ改修工事が完了していること（改修により
認定長期優良住宅に該当することになったものについては、
平成 29 年 4 月 1 日以降に改修工事を行ったものであるこ
と） 

③補助金等を除く自己負担額が 1 住戸あたり 60 万円を超える
こと 

減額範囲 
固定資産税の 1/3（改修により認定長期優良住宅に該当するこ
とになったものについては 2/3）を減額（床面積 120 ㎡まで）

適用期間 改修工事完了年の翌年の 1 月 1 日を賦課期日とする 1 年度分 
申告期限 改修工事完了後 3 箇月以内 

必要書類 

・現行の省エネ基準に新たに適合する改修工事を行ったこと
を証する証明書 

・改修工事に係る工事費用及び支払いが確認できる書類 
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認

定通知書の写し（改修により認定長期優良住宅に該当する
ことになった場合のみ）             等 
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長寿命化に資す
る大規模修繕工
事を行ったマン
ションに対する 

固定資産税 
の減額 

要件 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づ
く管理計画の認定マンションで以下の条件を満たすこと 
①築 20 年以上が経過し、かつ、総戸数が 10 戸以上 
②令和 5 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの間に、長

寿命化に資する大規模修繕工事が完了していること 
③②とは別途、長寿命化工事を過去に 1 回以上適切に実施し

ていること 
④長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために

必要な修繕積立金が確保されていること 

減額範囲 固定資産税の 1/2 を減額（床面積 100 ㎡まで） 

適用期間 修繕工事完了年の翌年の 1 月 1 日を賦課期日とする 1 年度分 

申告期限 修繕工事完了後 3 箇月以内 

必要書類 

・管理計画の認定通知書又は助言・指導内容実施等証明書等 
・過去工事証明書 
・大規模の修繕等証明書 
・総戸数を確認できる書類   等 

いずれの軽減措置についても、改修工事の程度により、家屋評価を見直す場合があります。また、軽減を適

用したものの、改修による評価の見直しで前年度の固定資産税額を上回る場合があります。 

７ 減 免 

 下記の要件に該当する場合には、市税を減免する制度があります。 

 減免の適用には、その税の納期限までに減免申請書の提出が必要です。 

主な要件 お問い合わせ先 

①生活扶助を受けている場合 

市税事務所 

固定資産税担当 

②災害を受けた場合 

③国、都道府県等の買収により、使用収益することができなくな

った場合 

④土地区画整理事業により減歩された土地の場合 

 

８ 縦 覧 制 度 

 縦覧とは、納税者の方が、自己の資産と他の資産の価格の比較を通じて自己の資産が

適正に課税されていることを確認できるよう、自己の資産と同一区内にあるすべての土

地又は家屋の価格等が記載されている縦覧帳簿をご覧いただける制度です。 

期間…毎年 4 月 1 日から第１期納期限の日（4 月末）までの間（土曜日、日曜日、祝

日を除く） 

場所…市税事務所固定資産税担当の窓口及び各区役所・支所内の臨時窓口（当該区役

所・支所管内に所在する資産のみ縦覧可） 
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９ 審 査 の 申 出 

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合（※）には、固定資産評

価審査委員会に「審査の申出」をすることができます。 

 ※価格以外の事項（例：住宅用地に対する課税標準の特例）について不服がある場合

は、市長に対して不服申立て（審査請求）をすることができます（５９ページ参照）。 

審査機関 対象事項 申出可能な期間 

京都市固定資産

評価審査委員会 
価格に関すること 

価格公示日（通常４月１日）から 

納税通知書の交付を受けた日後３箇月以内 

 

なお、審査の申出に係る審査委員会の決定について不服がある場合には、当該決定の

取消しの訴えを提起することができます。 

訴えの相手方

(被告) 
対象事項 提起可能な期間 

京都市（審査委

員会が代表者） 
審査委員会の決定 

審査決定書の送達を受けた日の翌日から起算

して６箇月以内（※） 

※審査委員会が審査の申出を受けた日から 30 日以内に審査の決定をしないときは、当

該申出を却下する旨の決定があったものとみなして、訴えを提起することができます。 

 

 

１０ 固定資産税路線価の公開 

市内の固定資産税路線価  

閲覧方法 

①市役所情報公開コーナー及び市税事務所固定資産税担当の窓口 

②京都市のホームページ「京都市固定資産税路線価図」 

リンク：https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000099012.html                   

 

全国の固定資産税路線価  

閲覧方法 

一般財団法人資産評価システム研究センターのホームページ「全国地価マップ」 

リンク：https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市固定資産税路線価図 検索 

全国地価マップ 検索 
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